
(報道関係者入室 )

○下河辺委員長 ただいまより第 1回 「東京電力に関する経営・財務調査委員会」を開催

いたします。私は、海江田原子力経済被害担当大臣から、本調査委員会の委員長に指名を

受けました下河辺和彦でございます。今後、本調査委員会の議事進行並びに委員会 として

の意見のとりまとめの大役を務めさせていただきますので、皆様方の御協力をよろしくお

害いたします。

それでは、ただいまより、早速委員会を始めます。

本 日は、皆様方、大変お忙 しい中、御参集をいただき、ありがとうございました。まず、

第 1回委員会の開催に当たり、冒頭、総理より皆様にごあいさつを申し上げます。よろし

くお願いいた します。

○菅内閣総理大臣 6月 14日 に原子力損害賠償支援機構法案を閣議決定いた しました。

この法案に基づいて、東京電力に対して資金援助を行 う上では、国民の負担の極小化を図

ることは不可欠とい うことにおいて、今、御説明がありましたように、海江田経済産業大

臣としてとい うよりも、原子力のこの問題に対する担当大臣として、海江田大臣の下にこ

うい う委員会を設置するとい うことで、皆様方にお願いをいたしました。

この委員会は、東京電力の厳正な資産査定と徹底 した経費の見直し、更には事業の見直

しを含めた経営・財務の調査を行つていただくことになってお ります。政府 としては、委

員会の調査結果を踏まえて、その後の東京電力に対する資金援助等の措置を決定する考え

であります。徹底 した調査を行い、 9月 までに報告書をとりまとめるようお願いいた した

いと思います。

そ ういうことで、原子力経済被害担当大臣としての海江田大臣の下でありますが、実質

的には官房の方でいろいろなことを運営するとい うことで、仙谷内閣官房副長官がこの調

査の言わばタスクフォースの リーダー役 という形で、皆様を支えるというのか、フォロー

するという位置づけになりますので、是非そ うい う位置づけを含めて御理解をいただき、

御協力といいましょうか、皆様方の自由な御議論をいただければと思つてお ります。

どうかよろしくお願いします。

○下河辺委員長 総理、ありがとうございました。

それでは、ここで一言、委員会の委員長 としてごあいさつを申し上げさせていただきま

す。

当委員会は、ただいまの総理のごあいさつにもありました政府から託されました課題に

全力で今後取 り組んでまいりたいと考えてお ります。今回の事故によつて発生してお りま

す巨額な損害に対する賠償を速やかに実施 していくために、電力の安定供給を確保 しつつ、

かつ、国民負担を極小化する形で行つていくにはどうすればよいのか。去る 14日 に閣議

決定された原子力損害賠償機構法案の枠組みを踏まえて、委員の方々と鋭意検討 してまい

りたいと考えてお ります。

現下の東京電力をめぐる問題は、今後とも長期にわたつて取 り組んでいかなければなら



ない問題をも含んでお り、国民負担の極小化を図つていくには、直面 している短期的な事

柄にとどまらず、電力需要の長期的な展望 といった事柄をも視野に入れた検討も行 うこと

が必要なのではないかと思われ、そ うしたことも踏まえて、委員会としては調査に当たつ

てまい りたいと考えてお ります。

東京電力は、年間売上げが 5兆 円を超える我が国屈指の巨大な企業であり、このような

規模の企業の経営・財務についての調査を限られた期間でそれなりに行 うには、当然のこ

とながら、東京電力から当委員会の調査に対する全面的、かつ積極的な御協力が得られる

ことが必須のことにな ります。当委員会は、強制的な調査権までをも有するものではあり

ませんが、東京電力の経営 トップの方とこの点、しっか りとお話をして、当委員会の調査

に万般今後支障が生 じた りすることのないようにしてまいりたいと考えてお ります。

また、短期間の調査に必要とされる過不足のない陣容を整えることが必要でありますの

で、タスクフォースに召集 された政府、民間の関係者に加えて、いわゆる外部の専門家も

活用して、集中的かつ レベルの高い作業を今後進めてまい ります。

当委員会としては、タスクフォースとの緊密な連携の下に、 9月 には報告書を提出でき

るようにしたいと考えてお ります。委員会には、企業経営、公的企業の改革、電気事業制

度、金融マーケットに豊富な経験と見識を有する方々に参加 していただいてお りますので、

これらの委員各位の御協力をいただきながら、東京電力の実態についての調査を集中的に

行い、国民負担の極小化につながる具体的な処方箋を示すことができるよう、全力で取 り

組んでまいりたいと考えてお ります。

冒頭に当たつての委員長のごあいさつを申し上げました。

(報道関係者退室 )

○下河辺委員長 それでは、本 日は第 1回 目の初回でもありますので、委員会の各委員の

御紹介を委員長の私からさせていただきたいと思います。誠に恐縮ですが、私の方から五

十音順に順次紹介 させていただきますので、一言、簡単にごあいさつをお願いできればと

思います。総理から向かつて右側から御紹介をいたします。

まず、株式会社大和総研執行役員の引頭麻美委員です。

○引頭委員 大和総研の引頭でございます。

私の方は、できる限 り、東京電力というのは巨大な社債を発行 していたり、株式も上場

しているとい うこともございますので、資本市場の立場、そ して私が仕事としてお ります

コンサルティングの立場から、いろいろお力になりたいと思つてお ります。どうぞよろし

くお願いいた します。

○下河辺委員長 続きまして、東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長の葛西敬之委員です。

○葛西委員 葛西でございます。

私は、今、JR東海 という極めて公共性の高い会社の仕事をいたしてお ります。国鉄か

ら民営化するときの移行期にもいろいろ経験を積みましたこともございますので、その辺

りのことがお役に立てればと考えてお ります。よろしくお願いします。
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経産大臣も含めて、閣僚が 5～ 6人、日銀総裁がオブザーバーの会合でありますが、その

前提 として、専門家チームといいましょうか、専門家委員、ブレーンのスタッフがそこに

ついておるのですが、そこの議論でも、やはりこの原子力発電という装置が民間会社で果

たして偶発的に発生するかもしれない リスクをとれるんだろうかとい う大問題が提起され

たとい うことでございまして、かなりの議論が、これは別途国が本腰を入れて管理、運営、

経営をするとい うところまでいかなければ、この東電の今回の事故及び事故処理、そして

その後の世の中の動きと原子力発電の必要性 といいましょうか。当面、20年 、30年はそ

んなに簡単に脱 とか、自然エネルギーに振 り返るなどとい う夢みたいなことが行われるわ

けはありませんので、その間、国がどうい う責任をもたなければならないか。そのことな

しに国民の中立的な支持でも支持を獲得できるのか。そ うしませんと、電力供給が、日本

の誇つたベス トミックスが壊れることになろうかと思いますので、これはベス トミックス

を直ちに壊れる方向に政策転換、面舵を切るとい うのは、私はなかなか容易にならぎる話

だと思つてお りまして、その辺もおいおい議論にならぎるを得ないと思います。

この話は、発送、配電問題 も含んでくることになるのかもわかりませんが、私の予想よ

りも、どうも急激に話が、特にメディアの世界、あるいは学会の世界では、非常にスピー

ドが速く進んでいく可能性があるなと思つて、実は、余 りのスピー ドに多少の危惧を覚え

ているところではございますが、それはそれで国際的な流れ と今の世界中を走るソーシヤ

ルネットワークか何かしりませんけれ ども、とにかくインターネットが生活の中で相当部

分を占める中で、やは り以前よりは、ニュースとしても、情報としても、あるいは人々の

感性に与える影響も、やや早く激 しいものが一時は生まれるかもわからない。

だから、相当中長期的なところをにらんだ上で、確かな政策をつくる基盤 となる巨大会

社ではありますけれども、日本の電力供給、エネルギー供給の、まさに使命を制する部分

に存在する東電を、具体的に、先ほど吉川 さんがおつしやつた数字にも基づいて、あるい

は具体的に働いている方々の諸環境も日配 りしながら、考えていくべきことだなとつくづ

く思つてお りまして、えらいことになつたなと思つているんですが、今 日おいでいただき

ました皆様方は、知恵 と経験にあふれた方ばか りでございますので、安心してすべてを任

せいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、お手をつけてください。

○仙谷内閣官房副長官 まだ会えていないんですが、昨日、細野君が IAEAの報告に行つ

て帰つてきましたので、一遍、どこかでざつと報告を聞いて、もし皆 さん方にお聞きいた

だく必要があれば、間接情報ではありますけれ ども、また御紹介をさせていただきます。

イタリアの国民投票というのは、いつごろからあんな予定とい うか、設計されていたん

ですか。福島後ですか。

ollll イタリアも、ヨーロッパは要するにいろんなところから電力を買えますから、



送電網を直流でつくろ うとしていますから、日本 とは全く条件が違 うと思います。

○|■■■  イタリアは、結構フランスから買つた りしていますね。ドイツもそ うですね。

○仙谷内閣官房副長官 イタリアは昔、 1人有名な検事が、例の汚職があるとい うので、

手を入れて うわっとやつたあれは何て言いましたか。

○西山事務局長 たしか女性ですね。

○仙谷内閣官房副長官

内閣官房副長官

官房副長官○仙谷内閣

○
―

○仙谷内閣

○
―

○
―

うね。よその

○‐

ょう。 ドイツ

○‐

ね。

官房副長官

イタリアは、フランスから買つている原発の電力は、どう整理するんで しょ

うちだからいいんですかね。

イタリアの国民投票 というのは、当然フランスから買 うことが前提なんでし

もそ うですね。

だから、原発反対というのは、俺のところの原発はやだとい うことなんです



○仙谷内閣官房副長官 そこは、送電する電気の料金 というのは、それだけほかのところ

の総電力供給量が落ちるとい うことでしょう。イタリアも ドイツもね。一時か、割 と将来

的にもそ うなのかもわからないけれども、そ うするとフランスが供給する電気の供給量と

の関係では、値段がどんどん上がつてもいい。

○|■|■ 恐 らく来年の価格に反映 してくると思いますので、それをネゴベースでやつ

ているはずですから、当然上乗せ して、参酌をつけるはずです。

○仙谷内閣官房副長官 そ うですね。

○下河辺委員長 それでは、また議事を再開させていただきたいと思います。

海江田大臣が御到着になられましたら、その段階で大臣から一言ごあいさつをちょうだ

いいた したいと思つておりますので、よろしくお願いをいたします。

まず、お手元の資料 3、 当委員会の運営要領 (案)についてお諮 りをいたしたいと思つ

てお ります。 この要領 (案 )の 内容につきまして、西山事務局長から御説明をいただくこ

とといたします。よろしくお願い します。

○西山事務局長 それでは、私の方から、資料 3につきまして御説明をさせていただきま

す。これは初回でございますので、この委員会の運営要領を連ねるものでございます。

簡単に御紹介をさせていただきますけれ ども、第 1条の設置目的は、御案内のとお りの

ことでございます。

第 2条 も、既に委員長は御指名済みでございますので、省かせていただきます。

第 3条、委員会の議事 ということになつてお りますけれども、基本的に 5名 の委員がお

られますが、委員長 +お 2人、つまり3人以上の委員の御出席があれば成立するとい う形

にさせていただいてお ります。

議事は、原則 として全会一致とさせていただいてお りますが、一致が見られない場合に

は、委員会 としては当然結論を出す必要がございますので、場合によつては委員長の御判

断で過半数で決するとい う形にさせていただいてお ります。

東京電力を含めまして、関係者の出席の規定、場合によつて分科会を設置する旨の規定

を置いてお ります。

第 6条 に、公開に関するお話が書いてございます。議事そのものは、

いますけれ ども、原則 として非公開といた します。ただ し、勿論パブ リ

ンの観点もございますので、委員会の配付資料、議事要旨等は、原則 と

させていただきますが、ただし、

によつては勿論、 表ヽできないよ うなものもございますので、それ はそれに

従つて判断して行うということにさせていただいております。

以下は省略をさせていたださます。

本 日もそ うで ござ

ック・ リレーシ ョ

して公表す る形に



以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

本日を含めまして、委員会の今後の運営につきましては、ただいま西山事務局長から御

説明があつたとお り、この運営要領に従つて行つてきたいと考えてお りますけれ ども、何

かこの案の内容について、御質問はございますでしょうか。よろしゅうございますか。

また何か問題点とか、手直しすべき点がありましたら、またお諮 りをいたしたいと思い

ます。ありがとうございました。

次に、議事 (2)と いうことで、今避の火曜 日ですか。14日 に閣議決定をされました原

子力損害賠償支援機構法案により設立されることとなります原子力損害賠償支援機構につ

きまして、原子力発電事故による経済被害対応室の北川室長から御説明、御報告をいただ

きたいと思います。室長、よろしくお願いいたします。

○北川室長 北川でございます。御説明申し上げます。

機構法及びそれに関係 して御議論いただきます第二者委員会に関するところも含めまし

て、御説明を申し上げます。

まず、資料 4-1を ごらんになつていただきたいと思います。これは、これまでの経緯

を簡単に述べてございます。 3月 11日 以降、対応を考えてまい りましたが、 4月 11日 に

本部が発足 しました一方で、文科省でも、紛争審査会が立ち上がりまして、具体の賠償の

内容について議論をしているところでございます:

その後、 5月 13日 に、後ほど御説明申し上げます閣僚会合決定がございました。

これに至 ります 4月 後半から5月 13日 まで連 日議論をいたしまして、枠組みを決定い

ただいたわけでございます。

それに弓|き 続きまして、24日 の当委員会の開催について閣議決定がなされ、その後、法

案化を進めまして、一昨日 14日 に法案の閣議決定及び 5月 13日 に一旦閣僚会合において

決定していただいた事項につきまして、再度確認的に閣議決定をいただいたとい うことで

ございます。

資料 4-2を ごらんになっていただきたいと思います。

まず①でございますが、 5潟 になりまして、支援の枠組みを議論 している中で、東京電

力からこのような支援のお願いが出てまい りました。特に 1ページの中ほど以降、資金調

達面については大変厳 しいとい うことでございまして、支援がないと資金面で早晩立ち行

かなくなるとい うことでございました。

それに対 しまして、 2ページロをごらんになっていただきます と、政府側として幾つか

確認をしたいとい うことでございます。その中の 5番 目でございますけれども、厳正な資

産評価、徹底 した経費の見直 しを行 うため、政府が設ける第二者委員会の経営・財務実態

調査に応ずることとい う要請をいたしまして、それに対して、 3ページロで了承 というこ

とになっているわけでございます。

それを踏まえまして、資料 4-2-② でございます。



関係閣僚会合決定ということで、枠組みを決定いただいたわけでございます。

1ページロの 3番 目のパラグラフに、先ほどの要請が幾つか書いてございますが、その

中の 6行 日「第五に」 とございまして、このほど政府が設ける第二者委員会の経営財務の

実態調査に応 じることということを確認いた しているところでございます。

以下、これにはスキームを書いてございますので、省略 します。

資料 4-3に つきましても、ほぼ同様の内容を改めて閣議決定した資料でございまして、

法案の閣議決定と同様に、同日で行ってございます。

いよいよ資料 4-4「 原子力損害賠償支援機構法案の概要」でございます。

法案の趣旨につきましては、東京電力の現状にかんがみまして、

①損害賠償の万全の実施

②プラン トの安定化、事故処理に関係するあらゆる事業者等への悪影響の回避

③電力の安定供給を続ける

この 3つ を確保するということを策定的な課題 といた しまして「国民負担の極小化」を

図る中で所要の措置を講 じていくとい うことでございます。いずれにいたしましても、特

別な事態が起こつてお りますので、このような目的を明確にいた しまして、支援策を明ら

かにしているわけでございます。

法案の概要のみ、この紙に基づいて申し上げますと、このような巨額の損害賠償が生 じ

る可能性は将来もあるわけでございますので、原子力事業者による相互扶助とい う考え方

に基づきまして、損害賠償の支払いに支障がないような制度をつくるとい うことでござい

ます。

これは法律の書き方の順番でございますので、東京電力の事象は最後になってございま

すが、順番に申し上げますと、(1)が 、まずこの機構をつくるとい うことでございまして、

そこにお金を積み立てていただくとい うことでございます。その費用として、原子力事業

者から負担金を収納するということでございます。

また、機構に第二者委員会的な組織 として 「運営委員会」を設けまして、重要な決定事

項はすべてこの運営委員会の議決を経ていくとい うことにしてございます。

(2)が 、機構による通常の資金援助でございます。これは今回の東京電力のように非

常に大きなものではなく、通常ことを考えてございまして、そのための負担金をいただい

て、積み立てておいて、その範囲で資金援助をしていくとい う通常の書き方になつてござ

います。これにつきまして現金の交付に加え、株式の引受け、融資、社債の購入を行 う。

そしてまた、政府保証を付けて資金を調達するとい うことを書いてございます。

(3)が 、特別資金援助 とい うことで、今回のような事態を想定したものでございます。

2ページに進んでいただきます と、①特別事業計画 とい うことで、この機構が資金援助

を行お うと思つても、政府の特別な支援がなければできない場合、要は交付国債の交付と

い う現金化の手段がないとできない場合も想定 してお りますが、それ らの場合には事業者

とともに計画を作成 し、同じように認定を求めることにしてございます。この計画には賠



償の見通 し、そのや り方、そして資金援助の内容、額、経営合理化の方策、関係者の協力

の要請、経営責任の明確化について記載 していただくことになってお りまして、更に機構

は、この計画作成に当たりまして、原子力事業者の資産の厳正かつ客観的な評価及び経営

内容の徹底 した見直 しを行 うとい うことになつてございます。これに基づきまして、主務

大臣が認定をしていくことになります。

②特別事業計画に基づく事業者への援助でございますけれ ども、主務大臣は、これを行

うために交付国債をお渡しして、現金化に応 じていくということでございます。

更に資金繰 りとい う観点から、政府保護債を発行 して事業者に、それをまたお返 しする。

あるいは事業者の借 りられるものについて保証 していくとい うことになります。

(4)が国庫納付でございまして、このような特別な援助を受けた原子力事業者は、利

益の状況によりますけれども、特別負担金を支払ちていただくということでございまして、

時間的には大きなずれがございますけれ ども、直ちに賠償はしていただきながら、負担金

をもつて、その後長い時間をかけて国庫納付をしていただいて、 トータルでプラス・マイ

ナスを合わせていくという考え方でございます。

ただし、事故の大きさによりましては、負担金を過大に積まないとお金が回らないとい

うことがあり得ますけれども、ただ、そのような余 りにも巨大なことでございます と、国

民生活 。国民経済に重大な支障を及ぼすような過大な負担金になつても困るわけでござい

ますので、そ ういつた場合には機構に対 して政府から必要な資金を交付いたしまして、要

は、過大な負担金にならないようにしていく、財政の支援をここで行 うとい う条文でござ

います。

(5)は、損害賠償の円滑化業務 とい うことでございまして、被害者からの相談に応 じ

て情報提供・助言を行つていく、これはこの事案にかんがみますと非常に案件が多くなる

ことでございますので、条文の本文には委託もできると書いてございます。

それから、原子力事業者が保有する資産の買取 りを行いまして、資産価値を大きくして

損害賠償等に充てる資金の金額を大きくすることも考えてございます。

施行期 日は、このとお りでございますけれども、条文にも書いてございますが、エネル

ギー政策に関する施策の在 り方についての検討を踏まえつつ、法律施行後、適当な時期に、

この 3つ についてよく検討いたしまして、所要の措置、要するに見直 しを講 じていくこと

を考えているとい う条文でございます。

次に、特に本委員会に関係する条文のみ抜粋 してございます。

まず、特別事業計画の認定の第四十四条の書き方でございますけれ ども、特に重大な案

件で、 3行 日にございますが、国債の交付を受ける必要がある案件につきましては 「特鵞j

事業計画とい う」と書いてございます。

その内容 といたしまして、第 2項に一号～八号まで書いてございますけれども、特に二

号で経営の合理化のための方策、三号では関係者に対する協力の要請その他の方策、四号

では資産及び収支の状況に係る評価に関する事項、五号では経営責任の明確化のための方



策とい うことを明記 してございます。

特に 3項でございますけれども、機構は、特別事業計画を作成 しようとするときは、当

該原子力事業者の資産に対する厳正かつ客観的な評価及び経営内容の徹底 した見直しを行

わなければならないと定めてお りまして、特別事業計画を考えていくに当たつては、この

ような精査をいただくことにしてございます。

以下、条文が続きますが、次のページでございますけれども、資産の買取 り、第五十二

条とい う条文がございます。先ほど申し上げましたが、資金援助に関 しまして、事業者の

資産を一豊は機構が買い取つた方が資産価値の関係上有allな 場合があろうかと存 じます。

そ ういつた場合には、機構が一旦資産を買い取るという条文を設けてございまして、この

際にも運営委員会の議決を経て行 うことといた してございます。

このような条文立てにいたしまして、具体の条文は冊子でお配 りしてございますが、大

部になりますので省略いたします。14日 に閣議決定をいただいた後に、今、国会に提出し

てございまして、本会議そして委員会への付託を待っている状況にございます。

以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、海江田原子力経済被害担当大臣がお忙 しい中お見えにな りましたので、ここ

で一言大臣よりごあいさつをお願いします。

○海江田原子力経済被害担当大臣 御紹介いただきました、海江田でございます。座って

お話させていただきます。

まず、遅滞をしたこと、お詫びをいたします。参議院の経済産業委員会がございまして、

この問題も随分出てお りましたが、いよいよ賠償金の仮払いもスター トして、今はまず避

難された方々、それから、農林漁業の方々、そ して中小企業に対 しても仮払いがスタ=ト
いたしました。

他方、東京電力も資産の売却、新聞報道でございますが、私も仄問 してお りますが、渋

谷の電力館であります とか、今 日は杉並のグラウン ド、そ うい うものもスター トいたしま

したので、やはり委員の皆様方には大変おiltし い中のお仕事でございます。下河辺委員長

を始めとして、本当に皆様方にはいろいろなお力添えを賜るわけでございますが、どうぞ

厳正にと申しますか、それぞれの専 F号 的な知見を基に、フェアに、そ してオープンに、こ

のお仕事をやつていただきたいと思います。

私 どもも、特に仙谷 さんが大変力を入れてお りますので、全面的に皆様方のお仕事をバ

ックアップさせていただきたいと思います。

今 日は本当に、ありがとうございます。

○下河辺委員長 冒頭、委員の御紹介は簡単にさせていただきましたけれ ども。

○海江田原子力経済被害担当大臣 もう経歴は拝見いたしましたので。

○下河辺委員長 よろしゅうございますか。ありがとうございました。

それでは、また議事を再開いたしますけれ ども、ただいま北川室長の方から御説明、御
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報告がありました、機構法案の内容について、意見とい うことはないわけですけれ ども、

御質問とかが何かありましたら、遠慮なしにどうぞお願いいたします。

特にございませんで しょうか。

それでは、この法案、いろいろ新聞報道では一部、観測・推測記事を含めて、今後の国

会審議の見通 し等についての記事も散見いたしますけれ ども、今の段階では、どんな雲行

きでしょうか。

○北川室長 申し上げたとお り、14日 に閣議決定をいただきまして、当購付で国会には提

出をいたしました。今、国対ベースでどのような扱い、どの委員会にされるのかとい う御

議論をされてお られるようでございます。それが決まれば、決めていただいて、審議に入

ると考えてございます。

これは国会の会期の中で、延長 されれば成立されるんではないかと思います。今、国会

の各方面、各政党にも御説明を申し上げているところでございます。 さまざまな御意見を

拝聴 してございます。そ ういつた状況です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。私どもの調査委員会は、 9月 までにと言いま

すか、 9月 には是非政府から託されました仕事をとりまとめまして、報告をさせていただ

きたいと思つてお りますけれ ども、それを引き継 ぐ先 とい うのが、当然のことながら機構

法案が成立した先の受け皿 とい うことになりますので、ひとつよろしくお願いいたしたい

と思つてお ります。

○仙谷内閣官房高1長官 国会は選挙区が絡んでくるとわか りにくいところがありますが、

主たる論点は先ほど申し上げた原発なるものを一体全体、日本全国的にもどうするのか、

あるいは東電の原発をどうするのか、柏崎刈羽を含めてどうするのかとい う議論は、当然

国会では出ざるを得ないと見ています。

もう一つは、先般、朝 日新聞が社説で、なぜ会社更生法にしないのかとい うことを堂々

とお書きになりまして、だから、新聞の論調を見ていましても、整理の仕方についてフィ

フティー・フィフティーぐらいの感 じだと見てお りまして、だから被害者の賠償保証が中

途半端 とい うか、そ うい う整理の仕方によつておかしくなってもいいとい う議論は、国会

議員は多分できないと思いますけれども、しかし、さはさりながら建前としての法的手続

による政治の議論とい うのは出てくる。

そのことと関連 して資産問題あるいは費用問題 とい うのは、相当詳 しく出てくる可能性

があつて、法案 自身の支援スキームそのものよりも、その基盤にある実態については相当

議論がされる。これは、御答弁なさる海江田大臣は大変なことだと推察 してお りますが、

まだジャブぐらいだよね。

○海江田原子力経済被害担当大臣 まさに今、本来でしたら別な議論をするはずだつたん

ですが、まだ委員会も決まつてないのに経産委員会では既に始まりまして、今、仙谷さん

から指摘があつたように、やはり法的処理 との関連が一つ、これはかなり大きな、入 り目

のところでの議論であ ります。



あともう既に出てお りますのは、例の事故はこの法律ができる前の事故ではないかと。

それについて、各原子力の事業者からお金を集めるのはいかがなものかとい うこともひ と

つの議論です。

○仙谷内閣官房副長官 昨日もやつていましたね。保険ならば、将来の事故に対するもの

が保険であつて、事故後に奉加帳を回すとい うのはいかなる理由かと。これは、実はいろ

いろなケースで、絶えず憲法 29条、つまり所有権の絶対性 との関係で法律論 としては間

題になつて、こんなものは憲法違反だとい う議論まで、割 と霞が関が元来強いんです。だ

から、この議論は出てくる可能性があつて、特に額が廃炉処理以降も大金額になるんでし

ょうけれ ども、その賠償の方も未だかつてないような話になる可能性がありますので、そ

こは恐る恐るなのか、むしろそのことで耳目を引き付けてスターになろうとする気なのか

わかりませんが、そ うい う議論がこのテレポ リティクスの中では行われる可能性がある。

それは覚悟 しておかなければいかぬ。我々のレベルですけれ ども、ここの作業とは、基本

的に関係はございませんけれども、そうい う議論になる可能性があるということです。

最終的に、どうい う着地点になるのか、これは容易に判断がつきかねます。ただ、野党

は今のところこの本体に対する対案を出す とい う話は聞いていません。

1つ は、事故調査の方は、これを国会につくるとい う対案を出そうかということを野党

も、あるいは与党の議員も含めてお考えになっている部分がございます。

○下河辺委員長 今、立ち上がった事故調 とは別に国会の中にですか。

○仙谷内閣官房副長官 別にです。国会の下に、まさに中立的な調査委員会をつくろうと。

アメリカは、実はそ うい う委員会がいつぱいあるらしいんです。 1つ の事故でも、必ず し

も 1つの調査委員会ではなくて、多数の委員会が立ち上がったりすることがあるらしいで

すね。国会の下とか、政府の下とか、それから民間のシンクタンク系とか、それぞれが競

うところがあるようです。

もう一つは、損害賠償の立替え払い法案をつ くろうという動きが、これは与野党でもあ

ります。それは国が立て替えて、後々東電に求償する格好になるんでしょうけれ ども、そ

うい うことであります。求償する財産がなければ、これはもう国が被ることになるんでし

ょうけれ ども、そ うい う法案が出される可能性がございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。大変興味深いお話をお聞きいたしま した。

北川 さん、何か補足ございますか。

○北川室長 ありがとうございます。若干補足をさせていただきます。まさに副長官御指

摘のとお りで、議論になるのは遡及適用ではないかとい うところが一番、サブスタンスの

面では大きな議論にな り得ます。これにつきましては、法制局でも相当御議論いただきま

して、法律の附則、白い表紙の 41ページでございますけれ ども、附則の二条といた しま

して、これは資金援助の規程でございますけれ ども、これはこの法律の施行前に生 じた原

子力損害についても適用するとはつきり書いて、我々はこれがなくても適用できると思つ

ておったんですが、法制局としてもしつか りと書いて、そのような前の事故に対 してやる
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のはいかがかとい う議論が、憲法上いかがかとい うことを法制局としては問題がないとは

っきりさせた条文でございます。

それから、立替え払いの件でございます。今朝も実は自民党で会合がありまして、呼ば

れて説明をしたんですけれ ども、そこでも立替え払い法案の議論が出てきました。それは

どういうことかと言いますと、両論あります。 1つ は、立替え払いして早くお金を回して

やれと、あとは東電 さんに求償 して帳尻を合わせていけばいいとい う議論 と。もう一つは、

会社更生をすべきだと、要するに破たん処理でもいいから、ともかくこの会社を 1回つぶ

してしまえと、そ うすると損害賠償債権劣後 して大変なことになります と、いつも申し上

げるわけですけれ ども、それに対 して、それは立替え払いを国がしてやつて、それで求償

先がなければ全部国が負担すればいいのだとい う御意見です。こういう極論 もございます。

そのような立替え払い法案が出てきますが、いずれにいたしましても、健全な立替え払い

だけの議論でありますれば、この機構法が成 り立たないと東電の資金繰 りがつかないので、

会社もうまくいかない し、議然、求償に応 じることもできないと。 したがつて、立替え払

い法案を出すなら出すで機構法と一緒でないとうまくいかないということを、私 どもは申

し上げている状況であ ります。

○下河辺委員長 ちょつと本来の議事から外れるかもしれませんけれ ども、何か御質問な

りが委員の方からおあ りになれば遠慮なしにお尋ねください。

どうぞ。

○下河辺委員長 今の段階では室長の御説明のとお り、法制局の審査の関係では、その附

則に明文の形で入れることによつて、法制局としてはセーフですとい う形で通つたわけで

すね。

○北川室長 これは、もう少 し申し上げますと、よく議論されるのは、たまたま制度が預

金保険に似ているので、保険ではないかとよく言われるんですけれども、そうであるなら
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ば過去のはいかがかという議論になるんですが、我々の説明は、これは保険ではないんで

す。余 りにもいつ起きるかわからない巨大な問題について、相互支援、相互扶助 というも

のであって保険ではないと。 したがつて、説明がそれがいいかどうかという御議論がある

んですけれ ども、そ うい う説明をしてお りますので、保険のように昔のはだめだというこ

とにはならない。そ うい う説明の上で、過去のものも相互扶助 と、事業所同士の相互扶助

とい うことで認め合お うという構成にしてございます。

○下河辺委員長 今の法制度の中で、これ と全く類似するような制度は、何から|き 合いに

出すことができるものは何があるんですか。

○北川室長 今はないと思います。やはり今回の事故が余 りにも大きくて、特別なもので

すからね。

○下河辺委員長 非常に大変ですからね。

―
、どうぞ。

6■||| この機構法案です と、国から交付国債であるとか、いろんな融資とかが受け

られるとなつているんですけれ ども、その予算とい うのは、今度の 2次だか何かわからな

いですが、そ ういうところで何か取らないと行動できないのか。

あと、先ほど委員長がおつしやつたように、今後賠償の金額が最終的に確定するのはず

つと先かもしれない中で、それは一種の予算措置が常にないと機動性が伴わないものだと

い う理解でよろしいんですか。

○北川室長 お答え申し上げます と、まさにおつしゃるとお りで、今、ちょうど2次補正、

更にはその先の 3次補正まで議論 されてお ります。今回、 2次補正、1.5次補正 と言 う方

もいらつしゃいますが、その機会に、私どもとしては、まず機構への出資金 と交付国債の

一定の枠と、政府保証の枠の 3つ はしつかり計上 していきたいと。そ うしないと、おつし

ゃるとお り、機構が夏以降に立ち上がって、お金がないのでは何も意味がありませんので、

そ ういつたことを要求 していきたいと思つて、今、準備をしてございます。

○下河辺委員長 よろしいですか。

○|||11 はい。

○下河辺委員長 ほかに御質問等がなければ、本 日最後の議題に移 りたいと思いますが、

よろしいですか。

それ'で は、議事 (3)と いうことで、実質的な御意見をちょうだいいたしたいと思つて

お ります。当委員会が達成すべき目標 と調査の基本的な範囲についてお諮 りをいたします。

西曲事務局長から、資料に基づいて御説明をお願いいたします。

○西山事務局長 お手元の資料 5で ございます。今、委員長からお話をいただきましたよ

うに、一応 2つ の事柄が書いてございます。本委員会として達成すべき目標 と、経営・財

務調査の基本的な範翻についてということで、(案 )と して書かせていただいてお ります。

まず 「1.委員会として達成すべき目標」でございます。

これは先ほど来、お話がございますように、 5月 24日 の閣議決定に従いまして、厳正
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な資産評価、徹底 した経費の見直し等を行い、それ らを通 じて、国民負担の最小化、ある

いは電力の安定供給の確保 というものを目指すことになるわけでございます。

それを多少具体化 して、 5つ のブレークダウンしたものが、以下でございます。

①は、今、まさにお話があつたところでございますけれ ども、この委員会が行います経

営・財務調査 といいますのは、原子力損害賠償支援機構法案に基づいて設置されます機構

が東京電力に対 して行 うことが予定されてお ります資金援助をするか しないかとい うこと

を決定する段階が来るわけですが、その段階に至って行われると想定されますデューディ

リジェンスのある意味での予備的な調査 とい う位置づけであります。 9月 までの報告 とい

うことでございますので、東京電力の経営財務状況ですとか、あるいは賠償措置の実施の

観点から、対応は急を要するわけでございますけれ ども、他方、今の仕組みのお話が北川

室長からもございましたが、資金援助あるいは更にそれを返す ということを含めます と、

非常に長期にわたることが見込まれます。

したがいまして、委員会が行います調査は、可能な限り長期的な視野を踏まえた本格的

なデューディリジェンスの要素を取 り込んだ調査として実施をするという案になつてお り

ます。

②経営・財務調査は、 1つの会社のある側面だけを取り出すというのはなかなか難 しい

面もございますので、東京電力の経営上の問題を幅広く明らかにすることを目指すと書い

てお ります。その際、対象とするF.5題 の範囲は、当面の遊休資産の認定など短期的な問題

にとどまらないものとすると書いてお ります。

③その上で、国民負担の最小化 と電力の安定供給の確保を達成するために、東京電力 と

して短期的に講ずべき措置、更に長期的に講ずべき措置を報告の中で示すこととしてはど

うかとい うことでございます。すなわち、それ らを合わせることで、今、御紹介がありま

した法案の中で、機構 と東京電力が共同して作成することとなります特別事業計画、その

ものかどうかは別にいたしまして、それに近いもの、それの基礎 となるものをつくること

を目指す と書いてお ります。

④長期的に講ずべき措置につきましては、東京電力とい う会社の性格上電気事業に関す

る制度上の問題、例えば料金制度や競争の在 り方と不可分である場合も多いと考えられま

すので、委員会 としては、制度上の問題 として、今後政府が議論すべきポイン トを明らか

にすることとすると書いてお ります。その際、当然のことでございますけれども、これだ

け長期的かつ裾野の広い問題のすべてについて、委員会だけで結論を出すことは不可能で

ございますので、意識 としては、今後予想 されますさまざまな展開の労頭に立って、その

後に引き継 ぐとい う点を意識 して取 り組むと書いてお ります。

⑤問題の緊急性にかんがみまして、委員会の調査は、勿論東京電力の全面的な御協力が

得られることが前提でございますけれ ども、それを前提として、 2か月程度を目途に完了

し、本年 9月 には委員会として報告をとりまとめると書いてお ります。

その際、当然大きな会社でもございますので、会計・法務・事業等に関する外部の専F5
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家も集中的に活用すると書かせていただいてお ります。

御参考までに、先ほど北川室長から御紹介のありました法案の中の特別事業計画に関す

る条文の一部を抜粋 してお ります。そこに書いてございますように、特別事業計画には「経

営の合理化のための方策」あるいは 「経営責任の明確化のための方策」を盛 り込むことと

されてお ります し、また、機構が特別事業計画を作成する際には 「原子力事業者の資産に

対する厳正かつ客観的な評価及び経営内容の徹底 した見直しを行わなければならない」と

されてお りますので、ある意味では、それに対する予備的な調査を私どもといいますか、

委員会として行 うことになろうかということで書いてお ります。

これ らを踏まえまして、次のページに 「2.経営・財務調査の基本的な範囲」を改めて

書かせていただいてお ります。

繰 り返 しでございますけれども、①調査の内容 としては、人件費の削減や不要資産の処

分といつた短期的な成果が見えやすい項目に加えまして、長期的な設備投資のあり方、あ

るいは調達の問題など事業全般を対象 とするとさせていただいてお ります。

したがいま して、以上、申し上げたことを改めて整理 して申します と、この経営・財務

調査の範囲は、言わば 3つの柱 といいますか、 3層構造になってお りまして、

1つ 目が、短期的な資産 。経費の査定

2つ 目が、長期的な国民負担の極小化に関わる事業に関する調査

3つ 目が、これ らに関わる制度上の問題の洗い出し

とい う3つ になるのかなと整理をさせていただいてお ります。勿論、時間的な制約もご

ざいますので、この 3つのものについて、すべて具体的な結論を出せるかどうかというの

は、やつてみなければわからないところでございます し、恐 らく差が生 じるとい うことだ

と思いますが、柱 としては、以上 3つ のことかなとい うことでございます。

③は、先ほどの繰 り返 しでございますけれども、外部の専門家を集中的に活用 しながら

行 うと考えてお ります調査の項目のイメージを別紙に付けさせていただいてお ります。通

常、この種の会社のデューディリジェンスとして行 うようなものを、一応包括的にカバー

するような格好になつているかと思いますが、事業、財務・税務、法務 とい う3つ の領域

について、そこに書いてございますような項 目、すなわち事業関係につきましては、継統

する事業、あるいは非継統になるべき事業の峻別です とか、あるいは適切な人員規模ある

いは設備規模の調査分析、遊休資産の精査、投資計画の検証、コス ト構造の調査分析、損

益構造の調査分析、原子力事故の影響の分析 (廃 炉コス トの確認等 )、 外部・内部経営環境

の調査分析、経営、組織体制についての調査分析、業績予測、更に事業計画の検証といつ

た項 目を書かせていただいてお ります。

財務・税務関係につきましては、資産評価、電力の安定供給に必要な資産とそれ以外の

資産の区分、過年度財務諸表の調査分析、年金を含みます退職給付債務の調査分析、税務

リスク、デ リバティブ取り|、 資本政策 といったものについての分析、検証を行い、基準 曰

現在の実態貸借対照表の作成が 1つの目標になろうかと思います。更に資金繰 りについて
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も精査をする必要があるかと思います。

法務関係につきましては、ここに書いてございますように、金融機関取引、金融債務の

確認、重要取引契約の確認、損害賠償に関する状況の確認、簿外財務や潜在的 リスクの調

査分析といつた項 難を挙げさせていただいてお ります。

以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、委員の方から御意見をお聞きする前に、外部の専門者、DDの 関係で当然段

取 りが進んでいるかと思いますけれども、今の時点でどんな準備が進んでいるのか。概要

で結構ですが、御説明いただけますか。

○西山事務局長 3点 ございます。

1つ 目は、当然外部の専門家を活用するにはお金が必要でございますので、予算の確保

を今、鋭意進めているところでございます。まだ、最終的には額は確定いたしてお りませ

んけれ ども、通常想定されますように、この程度の規模の大きな会社の調査をやる場合に

は、少なくとも数億円単位のお金が必要にならぎるを得ませんので、質の確保 とい うこと

も含めて、これについては今、内閣官房の方で予算を速やかに確保 していただくとい うこ

とで進んでお ります。

その上で、確保され次第、来週にも国が行いますことにな りますものですから、一定の

競争の上で調達をする必要がございます。勿論、単純に安い順に調達するというわけには

いきませんので、さまざまな工夫が必要になりますが、いずれにいた しましても、一定の

条件の下での競争入札を行 うとい うのが第 2点 目でございます。

3点 目は、一応予算等々を前提 といたします と、一応来月の初めにはすべての手続を終

えて、先ほど申しました事業、財務、法務それぞれの専門家、 3者になるか、全体で 4者

になるかはわかりませんが、それで 1つ のチームを組むことになりまして、私どもタスク

フォース事務局は今、30名 弱に加えて、そ ういう方々を足 して、ざつとイメージで言いま

すと 100人 とか、150人 とい うチームで実際の調査に当たるといつたことを予定いたして

おります。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、委員の方から御意見をちょうだいいたしたいと思います。

、どうぞ。

○|■■■ 御説明ありがとうございました。 2点あるんですけれども、 1点は小さい話
かもしれませんが、いただいた御案の中の前文のところです。賠償の話が 1個 も入つてい

なくて、確かに賠償機構法案に基づいてということではあるんですが、いきなり国民負担

の最小化とかになつているので、ちょっとだけ賠償の話も、それをきちんとやるために、

かつ電力の安定供給をするために、国民負担の最小化 という方が、何 となくきれいかなと

思いましたのが 1点 目です。
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2点 日は、デューディリの項目等、非常に納得のいくところだと思いますので、これは

全然問題はないんですが、こことはちょっと関係のない話なんですが、御案内のとお り、

先週、 起債がス トップして しまうとかがございまして、結構資本市

場 といいますか、電力業界全体の資金調達にも影響が出ているというのは事実かと思いま

す。

繰 り返 しですが、直接の DDには関係はございませんが、是非この委員会でも、少 し進

んでいる、ずつと先で結構なんですが、やは り資本市場であるとか、経済環境について、

少 しコンセンサスを持ちながら、いろいろな判断を委員会の中でしていつた方がよいのか

なと思いました。

先ほど北川室長から御説明いただきました法案の概要の中の 2ページロに、施行記述等

の一番下に③で経済 。金融情勢、その他についても検討 しとありましたから、そこを少 し

取つた形で、是非お願い申し上げたいなと思いました。

以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

■|||か ら御意見がありました最初の 1点 日について、何か特にありますか。

○西山事務局長 今 日はあくまでも (案 )と い うことでございますので、また工夫をさせ

ていただきたいと思います。

○下河辺委員長 わか りました。

で は 、 どうぞ。

具体的な項 目について、今、何か申し上げるとい うことではないんですが、

全体的な方向として考えたときに、最初の前文のところに、国民負担を最小化する、電力

の安定供給をするとい う目的が書いてありまして、資産再評価とか、徹底 した経費の見直

し等を行い、それ らを通 じてとい うことで書いてあるんですが、本当は新聞記事等を見る

と、徹底的に資産再評価をし、はき出すものははき出させて経費を安くするとい うことが

主であつて、それを通 じて国民負担の最小化ができるんだという記事になつているような

気がするんだけれ ども、本当は 「等」のところが うんと大きくて、ここのところが主なる

テーマになるのではないかと思います。

ですから、電力事業とい うのは、極めて公共性の強い事業でありまして、国民負担 とは

言 うものの、全てがステークホルダーですから、全員が利用者であり、全員が言つてみれ

ば債権者のような、債務者のような感 じもあるわけで、電力事業を一体どういうふ うに持

っていくんだと、どう活性化させていくんだと、どうやつて安定供給を達成するんだと。

ダイナ ミックな経営体にどうしたらできるんだとい う議論がその先にあつて、そのための

前提条件整備 として、恐 らくそれを飲ませるためのデューディリジェンスではないですが、

資産再評価だとか、企業努力が出てくるとい う順番なんだと思 うんです。構造全体がどう

もそ うなつていなくて、ごく一部の手段の方がすべてであるかのように世の中に映つてし

まっているのは非常に問題で、私たちはやはり前提 とい うか、目的を達成するための大き
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な大戦略 とい うのはこ

と論理を組み立て直 さ

手続をやつたらいいのではないかとい う議論も強くありそ うだというお話もありましたけ

れども、それは国民負担を最大にする道かもしれませんし、また、瞬間的に資産の評価で

できるだけのものを出させてしまつても、それが例えば将来に向かつての、先ほど仙谷副

長官が言つてお られましたが、社員のやる気です とか、あるいは会社としてのダイナ ミズ

ムを阻害 して しまえば|■|■になつてしまいますから、そ うなると国民負担は最終的に

は極大化されるとい うことになるので、このところを一体どうい うふ うに自分たちが認識

するかとい うことは、やはり議論の前段 として整理 しておくといいのではないかなという

気がしますι

それから、デューディリジェンスについては、外部の専門家を使 うと簡単に言つておら

れますけれ ども、これが機会だから設けられそ うだとい うので、寄ってくる外資などがい

つぱいいるような状況の中で、本当は自分たちだけでやってみせますと霞が関が言 うべき

ではないかとい う気もするんです。何か知 らないけれ ども、丸投げして、金だけ要求する

とい う姿勢そのものが霞が関の信頼を傷つけることになるので、少なくとも、外部専門家

を使 うにしても、その真ん中にいるコアになる指揮官は霞が関の人間であるとい うことを

はっきりさせないで、予算を取つて投げればいいとい う話でしたら、これはその機会を本

当に得たりやお うと待つているのがいて、私がこうい う委員になったと言つたらたちまち

電話をかけてきて、 うちの会社はいい会社だからと言 う者がいるんです。全くシャットア

ウトしているんですけれども、霞が関がどうも自分の責任をどうも甘く見ているのではな

いかという気がするんです。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

事務局長、何かございますか。

○西山事務局長 厳 しい御意見ありがとうございます。

一応、この中に書いてあると思いますけれども、末尾の方から申し上げますと、当然、

この調査、デューディリジェンス、勿論委員会の御指導の下とい うことではございますが、

全体の何を設計 し、何を目指 して、どうい う報告をするかという組立ては、霞が関の人間

だけではないかもしれませんが、いわゆる私どもタスクフォースの事務局でや らせていた

だきたいと思います。

いかんせん、ともかく会社の規模が非常に大きいものですから、物理的な数の人を使い

ませんと、なかなか 30名 弱では手が回らないとい うところがございますので、是非やら

せていただきたいと思います。なお、勿論信頼に足る、仮に外部に委託をする場合には、

ういうことなので、そのための手段と

ないといけないのではないかなという

してこれ とこれ とこれが要る

気がするんです。

ほど会社更生の
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人を選び、なおかつ、勿論丸投げとい うことではなくて、まさに使 うとい うか、 1つのチ

ームとして、我々の手足になって働いていただくとい うことでや らせていただきます。■

正に選びたい と思いま

す。

○|||| そもそも要 りませんから、そんなものだめに決まっているのでね。

ただ、私はそ うい う雰囲気でみんなが見ていると。これはビジネスチャンスだと思つて

いる人が多いんだと思 うんですよ。そんなふ うに思わせるのはよくないと思 うんです。

それから、やはり将来の方向について決め切るなんていうのは難しいですね。 しかし、

大きな方向としてこうい うふ うに持つていつて、日本の電力供給はますます強くさせるん

だとい うところを決めた上で、その前提条件 としてのアカウンタビリティを果たすために、

この部分は切つてもらうとい うことをや らないと、そちらが先に出てしまつて、後の話が

かすみます と、原子力の活用 1つ についてすら、今、物すごく混乱状態ですから、あのま

ま止まつたままになってしまえば、日本の産業は決定的な打撃を受けて、そして多分国民

負担は無限大に膨 らむんです。そこのところを止めないで、国民負担の最小化だとか、極

小化だと言つているのは、実に自々しい話だと思います。大きな話を小さなごま粒みたい

な話に置き換えて、これをやればいいんですよとい う、試験 F・5題 を勝手にやさしい問題に

つくり変えて、それでやつたふ りをしようとしか見えないようなや り方に見えるので、そ

こは真正面から、一番難 しい大きなところの整理をして、方向を決めた上で、だれかにそ

れは 1年がか りでや らせるとか、それはやつたらいいと思 うんですよ。ただ、その方向は、

この場で決めておくべきではないかと思います。少なくとも、この日標 と書いてあるとこ

ろに、国民負担の最小化 と電力の安定供給の確保 とい う項 目が目指す とい う目標になって

いますから、その目標を達成するためにどうい う大局的な道筋が要るんだ、あの山に登る

んだと。その間の道は、全部地図がないに決まつているんですが、その地図をつくるのは

1年がかりでもいいけれども、そ ういう専門家を使ってやらせると。

西山さん以下、みんながそれぞれに対 してグリップをきちんと持っ

や らないように、ここも指導するとした方がいいと思います。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

金を払 うのだつたら、

て、いい加減なことを

どうぞ。

○■■■■ 特に異議を申し立てるわけではないんですが、まず 「賠償」というのが入つ

ていなかった理由は、この委員会の成否と関係なくとい うか、賠償をきちんとされるとい

うことは既に前提 となってお り、ここでどれだけ成果を上げる、上げないにかかわらず、

ちゃんとやることと。そ うすると、その結果として、ここがちゃんとしていないと、その

しりぬぐいを言わば税負担 とい う格好になるのかどうなのかわからないけれ ども、国民負

担とい う格好で降つてくるので、だからこの国民負担ということで出てきているのだと。



そ うい う意味では、間接的に入つているとい うと変なんですが、賠償の問題 ととりあえず

関係ないとい うのは明らかに言い過ぎなんですが、国民負担 とい う問題に比べると問接的

なのかなと思っていて、だから入つていないのかなと理解 していました。

それから、これは決 してケチをつけるつもりで言つているのではないんですが、資本市

場の影響も、どちらかとい うと、どうしてこうなつてしまっているのかというのは、まだ

よく理解できていないんです。 この委員会が発足するはるか前のときにも、そんなことを

ちらりと聞いて、東電の社債がこんな状況だから、社債市場が全面的にス トップしている

んです。あるいは■■だとか、そ うい うところもできない状態になっているんですと言わ

せて、どうしてそんな直接関係あるのかなと。今、混乱しているけれ ども、もうちょつと

冷静になつてくれば、その辺 りは発行できるようになるのではないかと、割とごく安直に

考えていました。

ただ、電力会社は影響を受ける可能性が十分あると思つていたので、今回の

だとかが起債できないとい うのは、確かに深刻な状況ではあるのだと思いますが、電力債

はこれだけ手厚 く保護 されているものなので、冷静に考えれば、そんな無茶苦茶金利が跳

ね上がるとか、発行できなくなるとかとい う理由もいま一つわからなくて、そ うい うこと

も含めて、いろいろもしお話いただくなら教えていただきたいなと思います。

今回のようなこのような事故が起こつて しまつたので、原発をしている事業者の リスク

が若干震災前に比べて認識されるようにな り、その結果として金利が少 し上がったとい う

のは、極めて自然なことであつて、もし影響がその程度のことなら、そんなに大騒ぎする

ようなことではないのではないかと。でも、本当に資金が調達できなくて、安定供給に■

|■|■も支障を来すなどとい うことになるとしたら大変だとい う日配 りは必要なんだと

思います。いずれにせよ、どういう構造なのか。

でこんなになってしまっているのか、いま一つよくわからなくて、何

かの機会にまた教えていただければと思います。

○下河辺委員長 短時間で現場の資本市場のあれを踏まえてね。

○|||■  その前に、賠償の話なんですけれ ども、実は先ほど||||が おっしゃって

いた、少 し大きな長い問題 とい うことに関わつているんですが、国民負担の最小化だけ来

てしまうと、やはり資産の売却で、新聞報道ですと東電さんが 6,000億 と言っていて、更

に積増 しを目指す。積増 しを目指すとい うのは、今 日は委員会の 1回 日ですから、そんな

ことは決めていないかと思 うんですが、そんな感 じになってしまうかなと思いまして、や

はり先ほど申し上げたように、賠償とい うのは、幾 ら先ほどの北川さんのお話ではないで

すが、国が全部持てばいいとかとい う対案があるのかもしれませんが、いずれにしても、

長くて時間のかかるものだと思 うんです。

ですから、そ うい う長期的視点、長期視点といっぱい書いてあるんですが、やはり賠償

というのはすごく長くて、重くて、予見が今のところ不確定だということを醸 し出すため

に入れていただきたいとい う意味なんです。ですから、法律の前提というのは百も承知な
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んですけれども、間接ではなくて、直接に委員会としての見方というか、これが私だけの

見方だったら削除 していただいていいんですが、そ うでなければ入れていただきたいとい

うのが 1点 日です。

2点 日の■■ とか、私が申し上げたのは社債市場全体とい うよりも、     の話な

んですけれ ども、そちらに関しましては、やはり2点あると思 うんです。 1・ 点日は、原発

事故とい うのがこれで終わるかどうかとい うのがわか りませんという話。 2点 目は、 うま

く言えないですが、政局といいますか、政治の決定とい うのはいろいろ、揺 らいでいるの

か、揺 らいでいないのか実態は置いておいて、資本市場には揺 らいでいるようにとても見

えてしまつているので、どこが着地点なのかとい うのが見えていないとい うことなんだと

思います。

おつしゃるとお り、資本市場は貪欲でございますから、今の値段であるとか、そ うした

ものが正 しいかどうかというのは、なかなか私もわか りませんので、先ほど申し上げたよ

うに、今現在のマーケット環境を御説明 したところで、余 リデューディリには関係ないと

思 うので、少 しいろんなエビデンスが固まつた後に、そ うい う状況も皆様 と御一緒に共有

しながら、最終的に国民負担の最小化 とい うのが リーズナブルな形でできるようにさせて

いただきたいとい う意味の発言でございます。

○下河辺委員長 |■■■、どうぞ。

〇
―

1回会合の

前に顔合わせの会合がありましたね。そこのところでみんなが一致 したこととして私が認

識 しているのは、国民負担の最小化 とい うのは短期的なキャッシュの話ではないのだと。

長期的にお金を稼いで、この賠償資金 とい うのを稼いでいくことによることが国民負担の

最小化なのだとい うことを応 じている。だから、そのことの確認が重要だとい うことであ

れば、まさにそのとお りだと思 うんですが、国民負担の最小化 という言葉が、短期的にキ

ャッシュを稼 ぐとい うことではないのだと。長期的にちゃんと経営をしていて、これでお

金を稼いでくれるとい うことにならないと、国民負担が最小化にならないんだとい う、こ

の国民負担の最小化の意味を理解 していただくことの方が重要な気がしていました。ただ

表現にこだわつているわけではないので、この点については、もう既に合意があると認識

してお ります。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

時間の関係 もございますので、 願 い します。

○■■■■  これからいろんなことを検討するわけですが、その中で、まず私は一番大事

なのは、やは り調査によつてデータ、事実を正確につかむことだと考えてお ります。長期

的、短期的という視野に立って、これからいろんなテーマをまた議論するに当たつても、

データに基づかない議論 というのは空中戦になって しまつて、非常に実効性の薄い、理念

的なものにな りやすいので、まずデータに基づいた議論をしていきたいと。そのために、

タスクフォースの皆さ々は本当に御苦労様ですが、そ ういうデータをお出しいただければ、



それについてみんなで共有 したデータで議論ができると考えてお ります。是非それをお願

いしたいとい うことです。

それと個Bllの 内容で、多分事務局はもう既にお考えだと思 うんですが、東電の 5,000億

6,000億の合理イヒ案がありますね。あれはどのぐらい意味があるものなのか意味がわから

ないんですが、もし東電が持っておられるのでしたら、大ざっばな数字ではなくて、その

内容を見せていただけるとありがたいです。見ても意味がないかもしれませんが、それほ

どのものでもないかもしれませんが、もしあれば見たいとい うことです。

もう一つ、東電の電力料金を決定するシステムと、電力が決まつている根拠。なぜ今の

電力がどうい う計算に基づいてできているのかとい うこと。システムと現在の料金の根拠

も是非、事実のデータとして知 りたいとい うことでございます。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

今後の私 どもの委員会が、実質的な審議を進めてぃく立ち位置の問題を含めて、大変重

い重要な御指摘をいただけましたので、また来週予定 してお ります第 2回委員会までに、

タスクフォースとも委員長の私において検討をさせていただきまして、次国の委員会でま

た意見交換をさせていただきたいと思つてお ります。よろしくお願いいたします。

どうぞ。

○
―

事業関係のところにある「継続・非継続事業の峻別」は夢F常 に重要だと思います。要する

に、国民負担を極小化するとい うことは、東電の中長期的な資産価値を高めることが一番

大事で、そのためには継続事業については、できるだけコアの事業で発送電事業だと思い

ますが、何が継続事業なのかと。これについては、できるだけ経営の合理化 とい うことに、

むしろよりよい資産価値を高める経営とい うことについての、ある意味のリコメンデーシ

ョンもそ うい う形で、できるだけこの資産価値を上げていくとい うのも、■■■■がおっ

しゃったように、出ているだけではなくて、具体的な数字でやっていくということが大事

だと思 うんです。

もう一つは、継続 しないものについては、できるだけ高く短期的に売ることが大事です

から、この売却の方法についても、切 り売 りするとか、そ うい う安直に売らずに、できる

だけ高い形で売る。この 2つが重要だと考えますので、その点についても、是非事務局で

御認識いただきたいと思います。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、議事 4番 目ということで、今後のスケジュールについて御説明をさせていた

だきます。事務局長、資料 6が 出てお りますので、お願いいたします。

○西山事務局長 資料 6で ございます。

簡単でございますが、一応第 2回委員会は来週 6月 20日 の週に開催予定にしてお りま

このBll紙 の



す。第 2回の柱は、基本的には東京電力から経営 トップの方にお越 しをいただきまして、

経営状況についてヒア リングをしたいと考えてございます。大ざっぱに言えば、まだ先方

とそこまで打ち合わせてお りませんけれども、包括的なお話を伺 う必要があると思います

ので、40～ 50分 ぐらいお話を伺つた上で、同じく40～ 50分 ぐらい質疑をして、 1時間半

ぐらいかなと思つてお ります。

その中で、今 日お話のありましたようなことについて、その段階では、そんなに詳 しい

ことは難 しい と思います。いずれ、これは事務局できちんと調べて、御報告させていただ

きますけれ ども、言わばその触 りの部分についてもお話があるのではないかと思います。

それから、今 日まさにいろいろ御議論をいただきました経営・財務調査の基本的な範囲

につきましては、今 日の御指摘を踏まえまして、一応次国には最終的な成案としたいと思

いますので、もう一度お諮 りさせていただきたいと思います。

当然、この調査をしていく上で、私 どもと東京電力である種連携をしないとできません

ので、そ うい うものをどうしていくかとい うことについても御説明をさせていただきたい

と思います。

第 3回以降は、今、申しました、ともかく 1つはファク トをまずきちんと確定するのに

多少時間がかかりますので、それは少 しお時間をちょうだい したいということもございま

すが、他方、今 日幾つか出ました話題については、別途政府機関あるいは有識者からヒア

リングを行 う場を設けさせていただき、御議論をいただきたいと思います。その上で 9月

に報告書をとりまとめることにしたいと思います。

このスケジュール とやや離れますけれ ども、今 日の資料の うち、原則配付資料は公開と

なってお りますが、資料 5の部分は、今 日御議論がありまして、それを踏まえま して、ま

た場合によつては修正をさせていただくことにいた しますので、資料 5は今 日のところは

公表いた しませんが、その他の資料は基本的に公表とさせていただきたいと思います。

以上です。

○|||■ この委員会は、議事録はとられるんですか。
○西山事務局長 はい。

○|■■■ 議事録は非公開ですか。
○西山事務局長 議事録そのものは非公開ですが、議事要旨というものをつくらせていた

だいて、それは皆様に御確認をいただいた上で公表させていただきます。

ol■■■  わか りました。

○下河辺委員長 ほかに何か御質問、御要望等はございますでしょうか。若千生煮えのま

ま次国に持ち越 しになった点もあるかと思いますけれ ども、最大限努力をいたしたいと思

つてお りますので、よろしくお願いいたします。

それでは、予定の時間となりましたので、本 日の第 1回の委員会はこれまでとさせてい

ただきます。

お尋ねも出ましたけれども、本日の委員会の模様につきましては、可及的速やかに議事



要旨といつたものを作成いたしまして、これについては公表をいたします。全文の議事録

については、当然のことながら非公開とい う形で今後 とも取扱いをいたしますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、本 日の第 1回 の委員会は、これをもちまして終了いたします。次回は来週、

多分木曜 日か金曜 日に予定をさせていただいてお りますけれ ども、現在時FR5の 調整をいた

してお りますので、また来週早々にでも御案内をさせていたたくことになるかと思います。

本 日はどうも御苦労様でございました。よろしくお願いいたします。
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